
本市の対応変更方針 
大阪府の方針を受け、本市第２３回までの新型コロナウイルス関連肺炎対

策本部会議にて決定した方針について、期間を１２月１１日まで延長し、内

容を下記のとおり変更する。 

記 

１.市民への呼びかけ 

 ・｢５人以上※１｣｢２時間以上｣の宴会・飲み会は控えること 
  ※１ 家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りでない 

 ・GoToEatキャンペーン事業で付与されたポイント又は既発行の食事券、 

府少人数利用・飲食店応援キャンペーン事業で付与されたポイントを利 

用した飲食を控えること（要請期間の開始は１１月２７日から） 
※市の観光キャンペーンについても同様の扱いとする。 

 ・重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患※２のある方等)は、不要不急の 

外出※３を控えること 
  ※２ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)、透析患者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている患者 

  ※３ 医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動 

や散歩など、生活の維持に必要な場合を除く 

 ・高齢者の方、高齢者と日常的に接する家族、高齢者施設・医療機関等の 

職員は、感染リスクの高い環境を避け、少しでも症状が有る場合、休暇 

を取得するとともに、早めに検査を受診すること。 

 ・｢静かに飲食｣､｢マスクの徹底｣(飲食の際も会話時はマスクを着用)､｢換気と保湿｣ 

 ・業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーの導入)していない、 

接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店の利用を自粛すること。 

 ・３密で唾液が飛び交う環境を避けること。 

 ・｢新しい生活様式｣の実践の継続について協力を要請。 
① 身体的距離の確保(人と人との間隔はできるだけ２ｍ確保) 

② 手洗い(家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗いは 30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う) 

③ 在宅勤務(テレワーク)等の取組みを推進 

④ 大阪コロナ追跡システムや接触確認アプリ｢ＣＯＣＯＡ｣への登録・利用など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２.イベントの開催について 

・主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接

触確認アプリ｢ＣＯＣＯＡ｣、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿

作成などの追跡対策の徹底を要請 

・業種別ガイドラインの見直しを前提に、必要な感染防止策が担保される 

場合は、別表のとおり 

・全国的な移動を伴うイベント又は参加者が 1,000人を超えるようなイベ 

ントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に 

事前に相談すること 

・全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイ 

ドラインの見直しや収容率要件・人数上限の見直しを行った場合には、 

国に準じて対応 

・適切な感染予防対策が実施されていないイベントや、リスクへの対応が 

整っていないイベントは、開催自粛を要請する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３.施設(事業者)について 

・従業員等に対し､｢５人以上｣｢２時間以上｣の宴会･飲み会を控えるよう求 

めること 

・学生や従業員等に対し、GoToEatキャンペーンで付与されたポイント又 

は既発行の食事券、府少人数利用・飲食店応援キャンペーン事業で付与 

されたポイントを利用した飲食を控えるよう求めること（要請期間の開 

始は１１月２７日から）※市の観光キャンペーンについても同様の扱いとする。 

・従業員等に少しでも症状がある場合は、休暇を取得しやすい環境を整え 

るとともに検査受診を勧めること 

・テレワークを推進すること 

出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差通勤、自転車通 

勤などの取り組みを推進すること 

・業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーの導入)していな 

い、接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店の利用を自粛するこ 

と 

・寒い環境においても、適度な保湿、適切な換気(CO２センサーの活用に 

よる確認等)を実施すること 

・飲食店においては以下に留意すること 

▪パーテーションの活用 

▪会話の際は、マスク･フェイスシールドを着用(食事中のマスクの活用を含む) 

▪斜め向かいに座る 

▪CO２センサー等を活用し、換気状況が適切か確認 

・休憩室、喫煙所、更衣室などでのマスクを外した状態での会話は控える 

こと 

・業種別ガイドラインの遵守を徹底すること 

・国の接触確認アプリ｢ＣＯＣＯＡ｣、大阪コロナ追跡システムの導入、又 

は名簿作成など追跡対策をとること 

・従業員の年末年始における休暇を分散すること 

 

 ★上記要請に加え、特に高齢者施設、医療機関等へのお願い 

・職員に少しでも症状がある場合は、休暇を取得しやすい環境を整える 

とともに検査受診をさせること 

・職員、施設と関わりのある業務の従業員、入所者・入院患者、外部か 

ら訪問される方に対し、徹底した感染防止対策(マスクの着用、手指 

消毒等)を求めること 

 

★上記要請に加え、大学等へのお願い 

・高齢者と日常的に接する学生は、感染リスクの高い環境を避けること 

・寮やクラブ・サークル活動での感染防止対策(マスクの着用等)を徹 

底すること 



 

 

４.今年度の事業やイベントの開催の可否や延期などについて 

本部会議で議論した内容を担当課と事務局が調整し、適宜見直しを行っ

た上で今年度事業を進めていくこととする。 

なお、今一度事業の必要性を見つめなおし、実施の判断を見直す議論を

進めること。 

また、実施の場合の感染対策の強化に努めること。 

(マスク・消毒・検温・換気・参加者の把握) 

 

５.職場体制について 

・職員及び来庁者の感染予防対策を今一度強化。 

・今一度、窓口対応から電話、メール又は郵送等への切り替えができるも 

のについては、切り替えを行い、可能な限り対面での接触を減らす工夫 

をすること。 

・会議などのあり方をもう一度見つめなおし、対面による会議は、中止ま 

たは延期し、電話、ＦＡＸ、メール等を利用する他、積極的にＷＥＢ会 

議システムを利用するなどの措置を講じる。 

・河内長野市職員の早出遅出勤務に関する規則に基づき、公共交通機関を 

利用する職員の時差出勤を実施する。また、自転車通勤も推奨する。 

 

６.職員への周知について 

・マスクの徹底(飲食の際も会話時はマスクを着用) 

・手洗い及び消毒の徹底 

・買い物、娯楽、会食等について、｢新しい生活様式｣の実践例を再度確 

認し、大阪府の｢府民への呼びかけ｣にも併せて確認したうえで、適切 

な対応をすること 

・｢５人以上｣｢２時間以上｣の宴会・飲み会を控えること 

 

７.新型コロナウイルス予防啓発を引き続き積極的に行う。 

 

８.国・大阪府より対応方針に関し要請があった場合は、これを尊重する。 

 

９.国により終息などが発表された等の場合は､この対処方針を適宜見直す。 

 

 

河内長野市新型コロナウイルス関連肺炎対策本部 本部長 


